
平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日）

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

１．題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。

２．基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、

社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の
除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本
理念として新たに掲げる。

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。）
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

４．障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態

に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害
支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて

行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

２．概要

３．施行期日

地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する

支援の在り方
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

（平成２４年６月２０日 成立、同６月２７日 公布）

５．障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時

介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする）
② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ

の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点

的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える）
④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための

研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

６．サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉
計画の策定

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ

把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる

よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
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＜平成２４年４月１８日 衆議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする
観点から、窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道府県の必須事業については、
支援が抜け落ちることなく、適切な役割分担がなされるようそれぞれの行う事業を具体的
に定めること。

二 意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住
者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う
市町村等への必要な支援を行うこと。

三 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域
生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。

四 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
さらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等
を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

五 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、
法整備も含め早急に検討し確立すること。

六 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した
サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、
早急に検討を行うこと。

七 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と
併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。

八 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労をさらに促進するため、
就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について
検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた
厳正な指導を引き続き行うこと。

九 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、
社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方
自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

十 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検
討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時
間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援
の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

＜平成２４年６月１９日 参議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする
観点から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び
都道府県の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び
都道府県に対し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。

また、意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村
の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を
行う市町村等への必要な支援を行うこと。

二 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域
生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。

三 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等
を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

四 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、
法整備も含め早急に検討し確立すること。

五 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した
サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、
早急に検討を行うこと。

六 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と
併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。

七 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労を更に促進するため、
就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について
検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた
厳正な指導を引き続き行うこと。

八 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、
社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方
自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

九 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検
討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時
間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援
の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

十 障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、
障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声
を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。
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障害保健福祉施策の推進に係る工程表
骨格提言での指摘事項

【１．法の理念・目的・範囲】
・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現し、地域で自立した

生活を営む権利。

・保護の対象から権利の主体へ、医学モデルから社会モデルへの障害概念

の転換。

【２．障害（者）の範囲】
・総合福祉法の障害者（障害児）は障害者基本法に規定する障害者をいう。

・心身の機能の障害には慢性疾患に伴う機能障害を含む。

【３．選択と決定（支給決定）】
・障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組み。

・サービス利用計画に基づく本人の意向等が尊重される。

・協議調整により必要十分な支給量が保障される。

・合議機関の設置と不服申立。

【４．支援（サービス）体系】
・障害者権利条約を踏まえ、障害者本人が主体となって、地域生活が可能と
なる支援体系の構築。

・「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される
支援」で構成。

【５．地域移行】
・国が社会的入院、入所を解消するために地域移行を促進することを法に明記。

・地域移行プログラムと地域定着支援を法定施策として策定、実施。

・ピアサポーターの活用。

【６．地域生活の基盤整備】
・計画的な推進のため地域基盤整備10カ年戦略策定の法定化。

・市町村と都道府県は障害福祉計画を、国はその基本指針と整備計画を示す。

・地域生活支援協議会の設置。

【７．利用者負担】
・食材費や光熱水費等は自己負担とする。

・障害に伴う必要な支援は原則無償とするが、高額な収入のある者には応能

負担を求める。

【８．相談支援・９．権利擁護】
・対象は障害者と、支援の可能性のある者及びその家族。
・障害者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的に

コーディネートする。複合的な相談支援体制の整備。
・権利擁護は支援を希望又は利用する障害者の申請から相談、利用、

不服申立ての全てに対応する。
・オンブズパーソンの制度の創設、虐待の防止と早期発見。

【１０．報酬と人材確保】

2010~2012（平成22~24)年度 2015（平成27）年度2014（平成26）年度2013（平成25）年度

障害者基本法改正（H23.8）

障害程度区分を障害者等の多様な特性その他の心身の状態に応じて
必要とされる障害支援区分に見直し

●

▲

●

（共生社会の実現に向け、基本原則を定め、障害の定義、施策等についても改正）

障害支援区分を含めた支給決定の在り方について検討

・目的の改正（新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記）
・基本理念の創設

● 障害福祉サービス等の対象に新たに難病の者等を追加

区分認定データの
検証等

モデル事業、
ソフト開発・研修等の実施 ▲

▲
ケアホームのグループホームへの一元化

重度訪問介護の対象拡大

常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他
の障害福祉サービスの在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その
他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び
高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討

地域移行支援の対象拡大▲

● 自立支援協議会の名称の弾力化と当事者や家族の参画の明確化

●

★ 法律の施行後３年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

●
障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援
事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定

第三期障害福祉計画（H24～H26) 第四期障害福祉計画（H27～H29）

報酬改定で処遇改善加算（引き続き福祉・介護職員の処遇が図られる改善を担保）（Ｈ24.4～）
基金事業による福祉
・介護職員の処遇改善

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進

の在り方について検討

● 知的障害者福祉法に市町村の成年後見等の体制整備の努力義務を規定

応能負担を原則とすることを法律上も明記、高額障害福祉サービス等給付費等を補装具と合算することで、利用者負担を軽減（H24.4～)
市町村民税非課税世帯の利用者負担無料（H22.4～）

報酬改定

地域生活支援事業の追加
（障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

※障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、
区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

自立支援医療の利用者
負担等は引き続き検討

・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、
在宅支援に係る報酬は時間割とする。

・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。

★

★

★

基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しの法定化
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